
 

 

 

 

 

中央労働委員会    平成 26年度 関東地区 

労使関係セミナー（第３回）基調講演資料 

 

 

新しい有期労働契約法制について～平成２４年改正労働契約法の留意点～ 

 

中央労働委員会関東区域地方調整委員、明治大学法科大学院教授  野川 忍 

 

Ⅰ 有期労働契約とは何か 

（1）労働契約の二区分 － 期間の定めの有無 

 ・期間の定めなき労働契約 － 一般の正規労働者 

 ・期間の定めある労働契約 － 非正規労働者の典型的形態 

 

（2）有期労働契約に対する従来の法規制 

 ・労基法 14条 － 期間の限定 →人身拘束からの解放 

 ・民法 628条  － 「やむを得ない事由」による中途解約 

 ・労契法 17条 － 中途解約規制の強行法規化 

 

 

Ⅱ 労働契約法制改革の議論 

（1）背景と議論の経緯 

 ・有期労働契約の特徴 

拘束性と不安定性     ― 期間の定めなき雇用との著しい相違 

実定法の規制の手薄さ ― ドイツ等との相違  

 

 ・有期労働契約研究会報告書の意義 

    判例法理、国際的動向を踏まえた提案 

    具体的法改正を展望 

 

（2）労働政策審議会（労政審）建議について 

・基本的論点の性格  

「そもそも有期労働契約に対する法規制は必要か？」 

→ 労働者側と使用者側の最大の対立点 

 

・有期雇用の評価 

     労働者側 → 不安定かつ低処遇であって望ましくない 

     使用者側 → 柔軟な雇用形態で労働市場を活性化する 

 

・入り口規制と出口規制 

入り口規制 → 有期雇用対応業務の限定 
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出口規制  → 更新の回数、雇用期間等の規制 

 

・判例法理の扱い 

     雇用期間途中の解雇 → 労契法 17条 1項 

     雇止め 

 

☆東芝柳町工場事件最高裁判決（昭 49・7・22） 

「本件各労働契約においては、上告会社としても景気変動等の原因による労働力の過剰状態

を生じないかぎり契約が継続することを予定していたものであつて、実質において、当事者双

方とも、期間は一応二か月と定められてはいるが、いずれかから格別の意思表示がなければ当

然更新されるべき労働契約を締結する意思であつたものと解するのが相当であり、したがつて、

本件各労働契約は、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的

に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各傭止めの意思表示は右の

ような契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあ

たる…。」 

 

☆日立メディコ事件最高裁判決（昭 61・12・4） 

「柏工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるも

のではなく、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、上告人との間にお

いても五回にわたり契約が更新されているのであるから、このような労働者を契約期間満了に

よつて雇止めにするに当たつては、解雇に関する法理が類推され、解雇であれば解雇権の濫用、

信義則違反又は不当労働行為などに該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が

新契約を締結しなかつたとするならば、期間満了後における使用者と労働者間の法律関係は従

前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係となるものと解せられる。」 

 

・不合理な労働条件の禁止 

均衡処遇原則（労契法 3条 2項）との関係 

 

 

Ⅲ 改正の内容と課題 

（1）無期契約への転換 

① 基本的内容 

・目的は雇用安定への寄与 

ドイツとの相違 → ドイツは原則 2年、自動的に無期契約に転換 

 

・要件 → 契約期間 5年超、契約期間満了前に申込み（クーリング期間） 

5年間までは適用なし  → 6年目に入ってから対応 

申し込みの必要性      → 意思表示のない場合は適用なし 

 

 

- 2-



 

 

 

 

 

 

・効果 → 無期契約の成立、期間以外は従前と同様（例外あり） 

期間の更新みなしではなく期間の定めがなくなる 

当該期間満了前の解雇   → 17条 1項と 16条との重畳適用 

別段の定めの具体的内容 → 就業規則の不利益変更法理との関係 

 

② 課題 

・「同一の使用者」 → 合併、分割、事業譲渡の場合の処理 

               改正派遣法 40条の６との重畳適用の可否  

                  クーリング期間中の合併等 

・無期転換申込権の放棄 → 事前の放棄は無効。事後は？ 

通達（平 24・8・10基発 0810第 2号  第 5 ４（2）オ）「無期転換申込権が発生する有期労

働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とする等有期契約労働者

にあらかじめ無期転換申込権を放棄させることを認めることは、雇止めによって雇用を失うこ

とを恐れる労働者に対して、使用者が無期転換申込権の放棄を強要する状況を招きかねず、法

第18条の趣旨を没却するものであり、こうした有期契約労働者の意思表示は、公序良俗に反し、

無効と解されるものである…」 

→ 賃金請求権放棄との比較 

 

・申込み手続き・期間設定の意義 → 違反の効果は限定的 

 

・労働条件の（不利益）変更の可否  

「…労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）

と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）

とする。」（18条 1項） 

通達（同上第 5 ４（2）カ）「…無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変更され

ないにもかかわらず、無期転換後における労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換

を円滑に進める観点から望ましいものではない…」 

  → 不利益変更は 20条に反するか？ 

 

（2）判例法理のリステート 

① 基本的内容 

・雇止め法理の意義 → 契約の法定更新 

「雇用継続の合理的期待」をどうとらえるか 

雇止めが規制されたあとの処理 

 

☆前掲日立メディコ事件最判 

                   「臨時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とするもの

である以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めの

ない労働契約を締結しているいわゆる本工を解雇する場合とはおのずから合理的な差異がある
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べきである。…したがつて、後記のとおり独立採算制がとられている被上告人の柏工場におい

て、事業上やむを得ない理由により人員削減をする必要があり、その余剰人員を他の事業部門

へ配置転換する余地もなく、臨時員全員の雇止めが必要であると判断される場合には、これに

先立ち、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を

図らなかつたとしても、それをもつて不当・不合理であるということはできず、右希望退職者

の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われてもやむを得ないというべきである。」 

 

・適用類型 → 実質無期もしくは合理的期待 

 

・更新の申込み → 満了後の申込みも含む 

更新についての合意は必要ない 

 

・効果 → 同一労働条件（期間も）による更新 

雇止め規制と 5年後無期転換制度との相違 

 

② 課題 

・一号と二号との関係 → 実質的には合理的期待に収斂 

 

・申込み手続と「遅滞なく」の意義 → 手続の制度化と違反の効果 

                      「遅滞なく」は実質判断 

 

・無期転換権阻止のための措置 → 更新限度条項や不更新条項の意義 

通達（同上 ５（２）イ、ウ）「法第１９条は、…最高裁判所判決で確立している雇止めに関

する判例法理（いわゆる雇止め法理）の内容や適用範囲を変更することなく規定したものであ

ること。…労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、当該有期労働契

約の契約期間の満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、

そのことのみをもって直ちに同号の該当性が否定されることにはならないと解されるものであ

ること。」 

 → 合理的期待の存否を判断する一要素として考慮か 

 

 

（3）不合理な労働条件の禁止 

 ① 基本的内容 

・禁止対象は「期間の定めのあること」を理由とする措置 

   有期労働契約による職務自体の特性を含まない 

 

 ・不合理性の意義 → 業務と責任の程度、配転可能性など考慮 

    （不合理な「事実」と「不合理でない」ことの立証） 

   労働者側 → 不合理とみなしうる事実の適示 

    使用者側 → 表見上の格差が合理的であることの立証 
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 ・効果 → 法律行為は無効、事実行為は損害賠償の対象 

 

 ② 課題 

 ・均衡処遇（パート労働法 8条参照）ではないことの意義 

通達（同上６（1））「有期契約労働者については、期間の定めのない労働契約を締結している

労働者（以下「無期契約労働者」という。）と比較して、雇止めの不安があることによって合理

的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指摘されていることを踏

まえ、有期労働契約の労働条件を設定する際のルールを法律上明確化する必要がある。／この

ため、有期契約労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件が相違する場合において、期間

の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するものとしたものであること。」 

 → 差別禁止と不利益取扱いの禁止との異同 

 

 ・「不合理」な相違か否かの判断 

賃金等については均衡処遇、施設使用や安全管理等は同一に扱う 

 

 ・違反の効果 → 正社員と同様の取扱いを求めうるか 

 

 

Ⅳ 展望 

（1）例外の拡大 → 大学教員等、専門的知識労働者等へは無期転換要件を 10年に 

（2）実態調査からの推測 → 企業は比較的積極活用を志向 

（3）雇用の在り方に関する規制の方向性 
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１
．
現
状
と
課
題

○
有
期
契
約
労
働
者
は
労
使
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
よ
り
増
加
、
労
働
者
本
人
の
希
望
や
意
見
を
含
め
て
眺
め
れ
ば
、

多
様
な
集
団
に
。

○
実
態
調
査
（
平
成
２
１
年
７
月
実
施
）
に
基
づ
き
、
「
４
つ
の
職
務
タ
イ
プ
（
正
社
員
同
様
職
務
型
（
3
6
.4
%
）
、
高
度
技

能
活
用
型
（
4
.4
%
）
、
別
職
務
・
同
水
準
型
（
1
7
.0
%
）
、
軽
易
職
務
型
（
3
9
.0
%
）
）
」
に
区
分
し
て
明
ら
か
に
し
た
就
業
の

実
態
や
意
識
、
さ
ら
に
、
年
齢
、
就
業
形
態
等
の
多
様
な
実
態
を
踏
ま
え
た
対
応
の
必
要
性
。

○
雇
用
の
不
安
定
さ
、
待
遇
等
の
格
差
、
職
業
能
力
形
成
が
不
十
分
等
の
課
題
。
我
が
国
が
、
中
長
期
的
に
労
働

力
供
給
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
中
、
公
正
な
処
遇
の
下
で
、
労
働
者
の
職
場
定
着
や
そ
の
下
で
の
職

業
能
力
形
成
を
促
進
し
、
労
働
者
が
家
庭
生
活
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
生
き
が
い
や
働
き
が
い
の
あ
る
充
実
し
た

職
業
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
。

雇
用
の
安
定
、
公
正
な
待
遇
等
を
確
保
す
る
た
め
、
契
約
の
締
結
時
か
ら
終
了
に
至
る
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
、

有
期
労
働
契
約
の
不
合
理
・
不
適
正
な
利
用
を
防
止
す
る
と
の
視
点
を
持
ち
つ
つ
、
有
期
労
働
契
約
法
制
の
整

備
を
含
め
、
ル
ー
ル
や
雇
用
・
労
働
条
件
管
理
の
在
り
方
を
検
討
し
、
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
課
題
。

２
．
検
討
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
等

○
労
働
者
の
能
力
発
揮
等
を
図
る
た
め
、
「
雇
用
の
安
定
」
、
「
公
正
な
待
遇
等
」
を
確
保
。
安
定
的
雇
用
へ
の
ス
テ
ッ

プ
な
ど
有
期
労
働
契
約
が
果
た
し
得
る
役
割
等
に
留
意
。

○
需
要
変
動
等
に
伴
う
経
営
リ
ス
ク
へ
対
応
す
る
と
い
っ
た
「
柔
軟
性
」
へ
の
要
請
が
あ
る
が
、
労
使
間
の
リ
ス
ク
負

担
や
正
社
員
と
有
期
契
約
労
働
者
の
間
の
処
遇
を
含
め
た
雇
用
の
在
り
方
の
公
正
さ
に
も
配
慮
し
つ
つ
検
討
。

○
「
多
様
な
正
社
員
」
の
環
境
整
備
な
ど
有
期
契
約
労
働
者
以
外
の
形
態
の
労
働
者
と
の
関
係
も
視
野
に
。

○
予
測
可
能
性
の
向
上
に
よ
る
紛
争
予
防
、
施
策
の
相
互
関
係
に
留
意
し
つ
つ
適
切
な
組
合
せ
等
を
検
討
。

有
期
労
働
契
約
研
究
会

報
告
書
の
ポ
イ
ン
ト

【
総
論
】

平
成
２
２
年
９
月
１
０
日

別
添
１
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有
期
労
働
契
約
の
不
合
理
・
不
適
正
な
利
用
を
防
止
す
る
視
点
に
立
ち
、
次
の
①
～
③
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
抱
え
る
課
題
、
規
制
が
も
た
ら
す
効
果
、
影
響
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
他
の
施
策
と
の
組
合
せ
に
よ
る
施
策

の
全
体
像
を
描
き
な
が
ら
、
今
後
政
策
の
立
案
に
関
わ
る
関
係
者
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

①
締
結
事
由
の
規
制

有
期
労
働
契
約
の
締
結
の
時
点
で
利
用
可
能
な
事
由
を
限
定
す
る
こ
と
を
検
討
。

（
課
題
等
）

・
安
定
雇
用
へ
の
ス
テ
ッ
プ
等
の
有
期
労
働
契
約
の
機
能
を
踏
ま
え
れ
ば
、
新
規
雇
用
の
抑
制
、
企
業
の
海
外
移
転
に
つ
な
が
ら
な

い
か

・
諸
外
国
（
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
）
に
お
い
て
、
労
働
市
場
の
硬
直
化
等
に
よ
り
、
締
結
事
由
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
例
が
存
在

・
締
結
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
紛
争
が
生
じ
得
る
な
ど
予
測
可
能
性
の
確
保
等
の
面
で
課
題
等

②
更
新
回
数
や
利
用
可
能
期
間
に
係
る
ル
ー
ル

一
定
年
限
等
の
「
区
切
り
」
を
超
え
る
場
合
の
無
期
労
働
契
約
と
の
公
平
、
紛
争
防
止
、
雇
用
の
安
定
や
職
業
能

力
形
成
の
促
進
等
の
観
点
か
ら
、
更
新
回
数
や
利
用
可
能
期
間
の
上
限
の
設
定
を
検
討
（
有
期
労
働
契
約
の
利
用

を
基
本
的
に
認
め
た
上
で
、
濫
用
を
排
除
。
稀
少
と
な
る
労
働
力
の
有
効
活
用
）
。

（
課
題
等
）

・
上
限
超
え
の
法
的
効
果
（
無
期
み
な
し
、
無
期
労
働
契
約
へ
の
変
更
申
込
み
み
な
し
、
無
期
労
働
契
約
へ
の
変
更
申
込
み
義
務
付

け
、
解
雇
権
濫
用
法
理
と
同
様
ル
ー
ル
の
適
用
な
ど
様
々
な
選
択
肢
）

・
業
種
、
職
種
、
就
業
形
態
、
定
年
後
の
再
雇
用
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
な
年
齢
等
の
属
性
と
い
っ
た
多
様
性
に
留
意
（
集
団
的
な
合

意
に
よ
る
ル
ー
ル
修
正
の
可
能
性
や
適
用
対
象
の
在
り
方
含
め
）。

・
上
限
手
前
の
雇
止
め
誘
発
等
（
副
作
用
）。

（
2
0
0
7
年
に
利
用
可
能
期
間
の
上
限
規
制
を
設
け
た
韓
国
で
は
、
上
限
到
達
時
に
雇
止
め
・無
期
化
双
方
の
例
）

【各
論
１
】締
結
事
由
の
規
制
、
更
新
回
数
や
利
用
可
能
期
間
に
係
る
ル
ー
ル
、
雇
止
め
法
理
（解
雇

権
濫
用
法
理
の
類
推
適
用
の
法
理
）の
明
確
化
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有
期
契
約
労
働
者
の
う
ち
に
は
、
「正
社
員
（
※
）
」
と
同
様
の
職
務
に
従
事
し
て
い
て
も
正
社
員
に
比
較
し
て
労
働
条

件
が
低
位
に
置
か
れ
て
い
る
者
が
相
当
割
合
存
在
。
ま
た
、
頑
張
っ
て
も
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
が
見
込
め
な
い
こ
と
へ
の

不
満
は
高
い
。

※
正
社
員
：使
用
者
か
ら
直
接
雇
用
さ
れ
、
労
働
契
約
期
間
の
定
め
が
な
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
長
期
雇
用
を
前
提
と
し
た
待
遇
を
受
け
る
者
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
正

規
型
の
労
働
者

こ
の
た
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
も
参
考
に
以
下
の
施
策
が
考
え
ら
れ
る
。

１
．
正
社
員
と
の
間
の
均
衡
の
と
れ
た
公
正
な
待
遇

○
正
社
員
と
同
視
し
得
る
者
は
均
等
待
遇
、
そ
の
他
の
者
に
も
均
衡
待
遇
（努
力
義
務
や
説
明
責
任
）と
の
措
置
は
、
多
様
な
労
働
者

を
対
象
に
実
情
に
即
し
た
対
応
可
。
（参
考
：パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
）

○
「
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
」
の
み
の
場
合
、
一
般
的
に
は
職
務
給
体
系
が
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
判
断
に
困
難
を

来
す
等
の
懸
念

２
．
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
能
力
形
成
の
促
進
の
た
め
の
正
社
員
へ
の
転
換
等

○
雇
用
の
安
定
、
職
業
能
力
向
上
の
観
点
か
ら
、
正
社
員
転
換
措
置
の
義
務
付
け
や
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
等
の
検
討

○
一
挙
に
正
社
員
に
転
換
す
る
こ
と
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
こ
と
等
か
ら
、
正
社
員
転
換
の
ほ
か
に
、
無
期
化
を
図
り
つ
つ
、
勤
務
地
限
定
、

職
種
限
定
な
ど
の
多
様
な
雇
用
モ
デ
ル
を
労
使
が
選
択
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
視
野
に
（勤
務
場
所
の
閉
鎖
等
の
際
の
雇
用
保

障
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
実
例
等
の
集
積
の
状
況
も
注
視
し
つ
つ
、
検
討
）

【各
論
２
】均
衡
待
遇
及
び
正
社
員
へ
の
転
換
等

③
雇
止
め
法
理
（解
雇
権
濫
用
法
理
の
類
推
適
用
の
法
理
）
の
明
確
化

定
着
し
た
判
例
法
理
の
法
律
に
よ
る
ル
ー
ル
化
を
検
討
。

（
課
題
等
）

・
個
別
の
事
案
に
応
じ
た
妥
当
な
処
理
が
可
能
と
な
る
一
方
、
予
測
可
能
性
に
欠
け
る
面
を
い
か
に
補
足
す
る
か
等
。
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○
現
行
の
大
臣
告
示
に
よ
る
明
示
事
項
（更
新
の
判
断
基
準
等
）
の
法
定
事
項
へ
の
格
上
げ
の
検
討
。

契
約
締
結
時
点
で
契
約
期
間
に
つ
い
て
の
書
面
明
示
が
な
い
場
合
の
一
定
の
効
果
付
与
等
の
検
討
（そ
の
際
書
面
明
示
を
行
う
べ
き

「
時
点
」
に
つ
い
て
も
、
紛
争
防
止
を
念
頭
に
検
討
）。

○
現
行
の
大
臣
告
示
に
よ
る
雇
止
め
予
告
等
の
法
定
事
項
へ
の
格
上
げ
の
検
討
。

予
告
手
当
あ
る
い
は
契
約
終
了
時
の
手
当
の
検
討
。

○
１
回
の
契
約
期
間
の
上
限
（
現
行
原
則
３
年
）に
つ
い
て
は
、
労
使
か
ら
は
延
長
す
る
具
体
的
ニ
ー
ズ
は
把
握
さ
れ
ず
、
上
限
維
持
が

一
つ
の
方
向
。

１
年
経
過
後
は
労
働
者
が
い
つ
で
も
退
職
で
き
る
と
す
る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
は
、
役
割
を
終
え
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
さ
ら
に
議
論
。

【
各
論
３
】
そ
の
他
の
課
題
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１
 
有
期
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
へ
の
転
換

 

○
 
有
期
労
働
契
約
が
５
年
を
超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合
（※
１
）は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ
り
、

 
 
無
期
労
働
契
約
（※
２
）に
転
換
さ
せ
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
。

 
  
（
※
１
）
 
原
則
と
し
て
、
６
か
月
以
上
の
空
白
期
間

(ク
ー
リ
ン
グ
期
間

)が
あ
る
と
き
は
、
前
の
契
約
期
間
を
通
算
し
な
い
。

 
 
（
※
２
）
 
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
申
込
時
点
の
有
期
労
働
契
約
と
同
一
の
労
働
条
件
。

 
 

 

 
２

 
 有
期
労
働
契
約
の
更
新
等
（
「
雇
止
め
法
理
」
の
法
定
化
）
 

○
 
雇
止
め
法
理

(判
例
法
理

) 
を
制
定
法
化
す
る
。

 （
※
） 

 
  
（
※
）
 
有
期
労
働
契
約
の
反
復
更
新
に
よ
り
無
期
労
働
契
約
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
状
態
で
存
在
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は

 
 

 
 

 
有
期
労
働
契
約
の
期
間
満
了
後
の
雇
用
継
続
に
つ
き
、
合
理
的
期
待
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
雇
止
め
が
客
観
的
に
合
理
的
な

 
 

 
 

 
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
有
期
労
働
契
約
が
更
新
（締
結
）さ
れ
た
と
み
な
す
。
 

 

３
 
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止

 

○
 
有
期
契
約
労
働
者
の
労
働
条
件
が
、
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
無
期
契
約
労
働
者
の

 
 
労
働
条
件
と
相
違
す
る
場
合
、
そ
の
相
違
は
、
職
務
の
内
容
や
配
置
の
変
更
の
範
囲
等
を
考
慮
し
て
、

 
 

 
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。

 

労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（平
成
２
４
年
法
律
第
５
６
号
）
の
概
要

 

 
 
有
期
労
働
契
約
を
長
期
に
わ
た
り
反
復
更
新
し
た
場
合
に
無
期
労
働
契
約
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を

 
 

 法
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
が
安
心
し
て
働
き
続
け
る
こ
と
が
可
能
な
社
会
の
実
現
を
図
る
。

 

施
行
期
日
：２
に
つ
い
て
は
公
布
日
（平
成
２
４
年
８
月
１
０
日
）。
１
、
３
に
つ
い
て
は
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
。
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労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
法
律
第
五
十
六
号
）
新
旧
対
照
条
文

○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
）

第
二
章

労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

労
働
契
約
の
継
続
及
び
終
了
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
）

第
三
章

労
働
契
約
の
継
続
及
び
終
了
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
）

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
第
十
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

附
則

附
則

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

（
契
約
期
間
中
の
解
雇
等
）

第
十
七
条

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

第
十
七
条

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

て
「
有
期
労
働
契
約
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間

場
合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
労
働

に
お
い
て
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

使
用
者
は
、
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
有
期
労
働
契
約
に
よ
り
労
働

２

使
用
者
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
労
働
契
約
に

者
を
使
用
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
、
必
要
以
上
に
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
に

よ
り
労
働
者
を
使
用
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
、
必
要
以
上
に
短
い
期
間
を
定
め

よ
り
、
そ
の
有
期
労
働
契
約
を
反
復
し
て
更
新
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
労
働
契
約
を
反
復
し
て
更
新
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
期
労
働
契
約
の
更
新
等
）

第
十
八
条

有
期
労
働
契
約
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
新
設
）
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の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
労
働
者
が
当
該
有
期
労
働
契
約
の
更

新
の
申
込
み
を
し
た
場
合
又
は
当
該
契
約
期
間
の
満
了
後
遅
滞
な
く
有
期
労
働

契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
使
用
者
が
当
該
申
込
み
を
拒

絶
す
る
こ
と
が
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
使
用
者
は
、
従
前
の
有
期
労
働
契
約
の
内
容
で

あ
る
労
働
条
件
と
同
一
の
労
働
条
件
で
当
該
申
込
み
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な

す
。

一

当
該
有
期
労
働
契
約
が
過
去
に
反
復
し
て
更
新
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
契
約
期
間
の
満
了
時
に
当
該
有
期
労
働
契
約
を
更
新
し
な

い
こ
と
に
よ
り
当
該
有
期
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
、
期
間
の
定
め

の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
に
解
雇
の
意
思
表
示
を
す
る
こ

と
に
よ
り
当
該
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
社
会

通
念
上
同
視
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

当
該
労
働
者
に
お
い
て
当
該
有
期
労
働
契
約
の
契
約
期
間
の
満
了
時
に
当

該
有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的

な
理
由
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

第
十
九
条

第
十
二
条
及
び
前
章
の
規
定
は
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

第
十
八
条

第
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
員
（
次
項
に
お
い
て
「
船
員
」
と
い
う
。
）
に
関

百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
員
（
次
項
に
お
い
て
「
船
員
」
と
い
う
。
）
に
関

し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

し
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
二
十
条

こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
適
用

第
十
九
条

こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。
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２

（
略
）

２

（
略
）
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○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
）

第
二
章

労
働
契
約
の
成
立
及
び
変
更
（
第
六
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

労
働
契
約
の
継
続
及
び
終
了
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
）

第
三
章

労
働
契
約
の
継
続
及
び
終
了
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
）

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
第
十
七
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

附
則

附
則

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

第
四
章

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

（
有
期
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
へ
の
転
換
）

第
十
八
条

同
一
の
使
用
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
二
以
上
の
有
期
労
働
契
約
（

（
新
設
）

契
約
期
間
の
始
期
の
到
来
前
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
契
約
期
間
を
通
算
し
た
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
通
算
契
約
期
間
」
と
い

う
。
）
が
五
年
を
超
え
る
労
働
者
が
、
当
該
使
用
者
に
対
し
、
現
に
締
結
し
て

い
る
有
期
労
働
契
約
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
満
了
す

る
日
の
翌
日
か
ら
労
務
が
提
供
さ
れ
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
締
結

の
申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
使
用
者
は
当
該
申
込
み
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
込
み
に
係
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契

約
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
は
、
現
に
締
結
し
て
い
る
有
期
労
働
契
約
の
内
容

で
あ
る
労
働
条
件
（
契
約
期
間
を
除
く
。
）
と
同
一
の
労
働
条
件
（
当
該
労
働

条
件
（
契
約
期
間
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
が
あ
る
部
分
を
除
く
。
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）
と
す
る
。

２

当
該
使
用
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
一
の
有
期
労
働
契
約
の
契
約
期
間
が
満

了
し
た
日
と
当
該
使
用
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
そ
の
次
の
有
期
労
働
契
約
の

契
約
期
間
の
初
日
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
契
約
期
間
の
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
な
い

期
間
（
こ
れ
ら
の
契
約
期
間
が
連
続
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
の
当
該
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
な
い
期

間
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
空
白
期
間
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、
当

該
空
白
期
間
が
六
月
（
当
該
空
白
期
間
の
直
前
に
満
了
し
た
一
の
有
期
労
働
契

約
の
契
約
期
間
（
当
該
一
の
有
期
労
働
契
約
を
含
む
二
以
上
の
有
期
労
働
契
約

の
契
約
期
間
の
間
に
空
白
期
間
が
な
い
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
有
期
労
働
契

約
の
契
約
期
間
を
通
算
し
た
期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
年

に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
の
有
期
労
働
契
約
の
契
約
期
間
に
二

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
基
礎
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
空
白
期
間
前
に
満
了
し
た
有
期
労
働
契
約
の
契
約

期
間
は
、
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。

第
十
九
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

（
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止
）

第
二
十
条

有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
の
労
働
契
約
の
内
容
で
あ

（
新
設
）

る
労
働
条
件
が
、
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
同
一
の
使
用
者
と
期
間
の

定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
の
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る

労
働
条
件
と
相
違
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
労
働
条
件
の
相
違
は
、
労
働

者
の
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
職
務
の
内
容
」
と
い
う
。
）
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範

囲
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
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第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

第
二
十
一
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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